
 
 

 
会場：石垣市商工会館ホール（2Ｆ）【受講料：無料】 
講師：沖縄国税事務所 実務指導専門官 
 

3 月 23 日(金) 午後 2 時～午後 4 時     

「決算調整と申告の留意点」 
○決算事務の留意点について説明 

 
「消費税の軽減税率制度について」 

 ○消費税軽減税率制度の概要 

○軽減税率 8％対象品目の説明 

 ○軽減税率が適用される飲食料品の取扱いがない事業者や 

免税事業者でも対応が必要となる事項 など 
  

お申込・お問合せ（事務局℡87-0014） 
資料準備のため、事前のお申込を宜しくお願いします 
電卓･筆記用具持参 ＊やむを得ない事情によっては、日時及び講師の変更もあります。 


